
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 進まぬ男性育休の取得 

 令和元年度の男性の育休取得率は 7.48％でした。過

去最高ではあるものの、平成 30年度 の 7.16％から小

幅の上昇にとどまっており、依然低水準です。政府は

令和７年までに、これを 30％まで引き上げる目標を掲

げています。しかし、多忙化や収入減少への対応、ま

た「育児は女性がやるのが当たり前」という意識から

くるパタハラ（パタニティ・ハラスメント）等を背景

に、実際には取得は難しいと感じている男性が多いよ

うです。 

◆ 育児・介護休業法の改正案 

 この状況を改善するため、男性の育児休業取得促進

策を盛り込んだ育児・介護休業法と雇用保険法の改正

案（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改

正する法律案）が閣議決定され、今国会に提出されま

した。 

(1) 男性の育児休業取得促進のため、子の出生後８週

間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育

児休業の枠組み（男性育休）の創設 

① 休業の申出期限は、原則休業の２週間前まで 

② 分割して取得できる回数は２回 

③ 労使協定を締結している場合は、労働者と事業主

の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業

することが可能 

(2) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊

娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意

向確認の措置の事業主への義務付け 

(3) 育児休業（男性育休を除く）を分割して２回まで 

取得することを可能とする 

(4) 常時雇用する労働者数が 1,000人超の事業主に対

し、育児休業の取得状況の公表を義務付け 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要

件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以

上である者」であることという要件を廃止 

(6) 育児休業給付に関する所要の規定の整備 

 成立すれば、上記２および５は令和４年４月１日か

ら対応が求められます。育休制度の充実は、若い世代

の人材確保にも大きな効果があります。これを機に、

社内の体制について再考してみるのもよいでしょう。 

【厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法

の一部を改正する法律案」（概要）】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf 

 

 

 

全国健康保険協会は、令和３年度の都道府県単位の健

康保険料率を改定すると公表しました。右記をご参照

ください。また、全国一律の介護保険料率については、

１,８０％に変更になります。 

変更は令和３年３月（４月納付分）からとなります。 

従業員からは、４月に支給する給与から変更の保険料

を控除してください。 

全額表示 健康保険 合計保険料 

千葉県 9.79％ 11.59％ 

東京都 9.84％ 11.64％ 

埼玉県 9.80％ 11.60％ 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

健康保険料率及び介護保険料の変更 

  令和３年３月から（４月納付分） 

男性育休を促進する育児・介護休業法等の

改正案が上程されました 


